
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 図　解 】

 

１．

２．

３．

予定です。

国の高等学校等就学支援金制度等（令和7年度～）

本校の授業料と国の就学支援金との差額が，本校が行う学力・運動特待生奨学金の金額になります。

就学支援金等の支給額は，保護者等の納税額を基に決定されます。保護者等の市町村民税所得割

令和７年度から全ての世帯が就学支援金月額9,900円（公立高等学校の授業料）を受け取ることとなる

世帯（保護者）の
年収目安

学力・運動特待生

常は両親です。）

支援金の支給月額
（年額支給額）

授業料

月額 23,100円

就 学 支 援 金 支 給 額

 年額３９６，０００円　月額３３，０００円

市町村民税所得割の課税標準額

× ６ ％ － 調整控除の額

１５４，５００円 未満

額の課税標準額に６％を乗じた額から調整控除の額を差引いた額が154,500円未満の世帯が就学支

援金の加算支給対象となります。（保護者等とは，その収入により生徒の生計を維持している方で，通

　 世帯の納税額による就学支援金の支給額は，下表のとおりです。

590万円未満世帯 590万円以上世帯

33,000円
（年額396,000円）

9,900円
（年額118,800円） ―

本
校
の
授
業
料

(

就
学
支
援
金
控
除
後)

学
力
・
運
動
特
待
生
奨
学
金

（注）

就学支援金等月額 9,900円

（公立高校の授業料の金額）

加算分

月額 23,100円

月額

33,000円



 
 



  


